
令和８年度群馬県立太田高等特別支援学校生徒募集要項 

 

１ 募集人員 

  第１学年  普通科  １７ 名 

        産業科  ２４ 名 

 

２ 応募資格 

  中学校等若しくは特別支援学校中学部を卒業した者又は令和８年３月卒業見込みの者並びに中等教育

学校の前期課程を修了した者又は令和８年３月修了見込みの者で群馬県に居住している者のうち、次に

該当する者とする。 

 (1)  普通科 

  ア 知的障害のある者（肢体不自由等の他の障害を併せ有する者も含む。） 

  イ 自力あるいは保護者の付添いで通学ができる者 

  ウ ３年間の学校生活において、それぞれの自己実現に向けて努力を続けることが可能と思われる者 

 (2)  産業科            

  ア 知的障害のある者 

  イ 原則として自力通学できる者 

  ウ ３年間の学校生活により、社会的自立及び職業的自立が可能と思われる者 

 

３ 通学区域 

 (1)  桐生市 

 (2)  伊勢崎市 

 (3)  太田市 

 (4)  館林市、邑楽郡（板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町） 

 (5)  みどり市 

 

４ 出願手続 

 (1)  入学願書の配布 

   志願に必要な書類は、生徒募集説明会で配布する。以後は事務室で取り扱う。 

   ア  説明会期日 令和７年１０月２１日（火） 

                  受   付  ９:１５～ ９:３０ 

                  募集説明等  ９:３０～１１:００ 

   イ  説明会会場 群馬県立太田高等特別支援学校 

 (2)  出願期間及び志願先変更期間（期日、時間厳守） 

事項 期間 時間 

入学願書受付 令和８年  １月２９日（木） 

３０日（金） 

９:００ ～ １６:００ 

９:００ ～ １２:００ 

第１回志願先変更受付 令和８年  ２月 ３日 (火) 

         ４日（水） 

９:００ ～ １６:３０ 

９:００ ～ １６:３０ 

第２回志願先変更受付 令和８年  ２月 ６日 (金) 

         ９日（月） 

        １０日（火） 

９:００ ～ １６:３０ 

９:００ ～ １６:３０ 

９:００ ～ １６:３０ 

 (3)  提出書類 

  ア 入学願書 

   「普通科」「産業科」のいずれかに出願できる。なお、出願については、第２志望を必ず指定する

こととする。（普通科のみを志望する場合はこの限りではない。） 

４１名 

１ 



  イ 受検票 

  ウ 調査書（在籍（出身）学校長作成） 

  エ 療育手帳等の写し（知的特別支援学校中学部を卒業した者及び令和８年３月卒業見込みの者は除く。） 

    ※ 療育手帳を所持していない者については、以下の証明書のいずれか一つを添付して代えるこ

とができる。 

     ◎  市町村教育委員会の証明書（様式は問わないが、学校名、生徒氏名、生年月日を記載し、

「知的障害がある」と明記されていること。知的障害特別支援学級等の在籍のみを証明する

ものは不可。） 

     ◎  児童相談所等の関係機関による知的障害があることの証明の写し（療育手帳の発行が間に

合わない場合には、児童相談所の判定をもって証明書類とする。） 

    オ 調査票（保護者作成） 

 (4)  入学願書の提出 

  ア  志願者は、所要事項を記入した「入学願書」等を在籍（出身）学校の校長(以下「中学校長等」と

いう。）に提出する。 

  イ 志願者から「入学願書」等の提出を受けた中学校長等は、「入学願書」「受検票」「調査書」

「療育手帳等の写し」「調査票」及びその他必要な書類を所定の受付期間内に群馬県立太田高等特

別支援学校長に提出する。 

 (5)  受検料 無料 

 

５ 入学者の選抜（本検査） 

 (1)  期日 令和８年２月１９日（木） 

            受      付 ８:３０～ ８:４５ 

            検査・面接等 ９:００～１２:３０ 

 (2)  場所 群馬県立太田高等特別支援学校 

 (3)  方法 普通科・産業科共通 

      当日実施する学力検査、作業能力検査、面接の結果及び調査書等に基づき、総合的に判定し

て入学者の選抜を行う。 

 (4)  検査当日の留意事項 

    ア 時間を厳守すること。 

    イ  保護者が同伴すること。 

    ウ 制服を着用すること。ただし、制服のない学校や肢体不自由を有する場合等はその限りではない。 

    エ 受検票、筆記用具、上履きを持参すること。 

なお、問題解答の参考となるもの(計算機能の付いた時計等)は携帯できない。 

(5)  学力検査問題は、県教育委員会が作成する。 

 

６ 追検査 

(1) 学校保健安全法施行規則第１９条で出席停止の扱いが定められている感染症に感染し、本検査当日

に受検できない者及び本検査当日の事故や交通遮断などの本人の責に帰さない理由により受検できな

い者で、当該選抜の全てを受検できない状況となり、追検査の受検を希望する者に対して、下記日程

により追検査を行う。 

入学者の選抜 

２月２６日（木） 

 (2) 募集定員内とする。 

 (3) 追検査の受検を希望する者は、追検査の受検の意思を、志願した入学者選抜受付終了時刻までに中

学校長等を通じて群馬県立太田高等特別支援学校長に伝え、令和８年２月２５日（水）正午までに「追

検査受検申請書」を交付済みの「受検票」の写しとともに提出する。 

 (4) 選抜については、「５ 入学者の選抜（本検査）」の(2)～(5)に準じ、加えて、交付された「追検

査受検承認書」を持参する。 

２ 



 

７ 合格者の発表 

 (1)  期日  令和８年３月４日（水） ９:００～１２:００ 

 (2)  場所  群馬県立太田高等特別支援学校 正面玄関 

 (3) 方法  合格者の受検番号を掲示するとともに、合格者の保護者に合格通知書及び入学関係書類を

配布する。 

 (4)  その他 電話による問合せには応じない。 

 

８  学力検査結果の提供 

 (1)  提供の内容     選抜を受検した本人の学力検査の得点 

 (2) 受付期間      令和８年３月５日（木）から４月３日（金）までの祝日、土曜日及び日曜日

を除く期間（ただし３月６日（金）は１５：００～１６：００とし、４月１日

（水）は除く。） 

 (3)  受付の時間及び場所 ９:３０～１６:００(ただし１２:００～１３:００を除く。) 本校事務室 

 (4)  提供の対象者    受検者本人（代理は認められない。保護者の同席は可。） 

 (5)  必要書類      受検票（本人であることを確認するため。） 

 (6)  その他       電話等による問合せには応じない。 

 

９  再募集 

 (1)  合格者発表後、欠員がある場合に、下記日程により再募集を行う。 

     ３月４日（水）の合格発表後に募集人員を発表する。 

     また、再募集に係る通学区域については全県一区とする。 

出願期間 入学者の選抜 合格者の発表 

３月６日（金）、９日（月） ３月１７日（火） ３月１９日（木） 

   入学願書受付日時 ３月６日（金） ９:００～１６:００ 

            ３月９日（月） ９:００～１２:００ 

     ※なお、２月１９日（木）に受検した学校への再受検はできない。  

 (2)  出願手続きについては、「４ 出願手続」に準ずる。 

 (3)  選抜については、「５ 入学者の選抜（本検査）」の(2)～(4)に準ずる。 

 (4)  学力検査結果の提供について 

  ア 期間は、令和８年３月２０日（金）から４月２０日（月）までの祝日、土曜日及び日曜日を除く期 

間。（ただし、４月１日（水）は除く。） 

  イ 他は「８ 学力検査結果の提供」の(1)、(3)～(6)に準ずる。 

 

10  その他 

  不明の点は、下記へ問い合わせること。 

学校名 群馬県立太田高等特別支援学校 

所在地 〒373-0034 太田市藤阿久町 12-1 

電 話 （０２７６）３２－０８８１ 

 

 

３ 


